
令和 7 年 12 月 18 日

専門協議等の実施に関する各専門委員における

寄附金・契約金等の受取状況

承認審査及び安全対策に係る専門協議等を依頼した専門委員の寄附

金・契約金等の受取状況については、「医薬品医療機器総合機構におけ

る専門協議等の実施に関する達」の第２１条の規定において、定期的に運

営評議会等に報告を行うこととされていることから、これに基づき、別紙の

とおりご報告いたします。

資料４ 
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